
◎　給与勧告の手順

福岡県人事委員会では、福岡県職員と民間の４月分の給与（月例給）を調査した上で、精

密に比較し、得られた較差を解消することを基本に勧告を行っています。

また、特別給についても、民間の特別給（ボーナス）の過去１年間の支給実績を精確に把握

し、民間の年間支給割合に職員の特別給（期末・勤勉手当）の年間支給月数を合わせることを

基本に勧告を行っています。

給与改定や

諸手当の

支給状況

ボーナス
（前年８月から

当年７月まで）

事業所別調査 従業員別調査

職員（行政職）と民間の給与を比較

仕事の種類、役職段階、学歴、年齢

を同じくする者同士の給与を比較

職員の特別給の支給

月数と民間の特別給の

支給割合を比較

給与水準の改定・給与制度の見直し

議 会 知 事

４月分の給与
（民間の従業員

約18,000人対象）

４月分の給与
（行政職給料表）

個人別調査

条例案提出

人事委員会 給与勧告

民間給与の実地調査

企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上である

県内2,199事業所から無作為抽出した500事業所

福岡県職員給与の調査

<個人別給与>

全職員約39,000人を対象

情勢適応の原則
（民間準拠）

人事院勧告の内容を検討

（国家公務員）

他都道府県の動向

各任命権者、職員団体等

の意見・要望を聴取

（勧告の取扱い決定）（条例改正）



　　 （学歴） 　　　（年齢階層） 〔民間給与総額 （A）〕  〔職員給与総額 （B）〕

◎　民間給与との比較方法　（ラスパイレス比較）

　　　　　　（役職段階）

月例給の民間給与との比較（ラスパイレス比較）においては、個々の福岡県職員に民間の給

与額を支給したとすれば、これに要する支給総額（A）が現に支払っている支給総額（B）に比べ

てどの程度の差があるかを算出しています。

具体的には、以下のとおり、役職段階、学歴、年齢階層別の職員の平均給与と、これと条件

を同じくする民間の平均給与のそれぞれに県職員数を乗じた総額を算出し、両者の水準を比較

しています。

１級
（主事・技師）

２級
（主任）

３級
（主査）

５級
（課長補佐）

８級
（事務局長）

９級
（部長）

短大卒

７級
（次長）

４級
（係長）

６級
（課長）

大 卒

中 卒

高 卒

22・23歳
民間給与

×県職員数

20・21歳

18・19歳

16・17歳

職員給与

×県職員数

民間給与

×県職員数

民間給与

×県職員数

民間給与

×県職員数

職員給与

×県職員数

職員給与

×県職員数

職員給与

×県職員数

比較

民間給与総額÷

県職員総数

＝376,514 円（a）

職員給与総額÷

県職員総数

＝ 366,324円（b）

本年の公民較差 （a－b）

10,190円 （2.78％）

各役職段階ごと

に「１級」と同様、学

歴別、年齢階層別

に民間給与及び職

員給与を算定

行政職給料表



◎　民間給与との較差に基づく給与改定

福岡県職員給与

366,324円

較差

10,190円

本年４月の民間給与との較差（10,190円（2.78％））の解消を図るため、以下のとおり、給料月額

等の引上げを行うこととしました。

民間給与

376,514 円

比 較

給料の月額 9,651 円

改定額

10,180 円

※ 「はね返り分」とは…

給料等の一定割合で手当額

が定められている地域手当の

ように、給料等の改定に伴い手

当額が増減する分をいう。

はね返り分 529 円
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